
お知らせ 
【苦情・要望・ご意見等の受付窓口及び苦情等解決体制について】 

 

 社会福祉法第８２条の規定により、本事業所ではご利用者様及びご家族様等からの苦
情・要望・ご意見等に適切に対応するために苦情・要望・ご意見等受付担当者、苦情等解
決責任者及び第三者委員を下記により設置し、苦情の解決及びご要望・ご意見等のサービ
スへの反映に努めております。苦情やご要望、ご意見等がございましたら、どんな些細な
ことでも結構ですのでご遠慮なくお気軽に申し出くださいますようお願い申し上げます。 
 
 １．苦情・要望・ご意見等受付担当者 

   星 翔太（生活相談員） 

 
 ２．苦情等解決責任者 
   女川 大輔（管 理 者） 
 
 ３．第三者委員 
   ・坂井 ノリ子 〔連絡先 ☎２７４－８５７６〕  

  ・阿部 さよ子 〔連絡先 ☎２７４－４５５９〕 
 
 ４．苦情・要望・ご意見等への対応 
   ⑴苦情・要望・ご意見等の受付 
    ①苦情・要望・ご意見等は面談、電話、書面等により受付担当者が随時受け付け     

いたします。また、それ以外の職員にお申し出いただいても結構です。 
    ②施設内のご意見箱もぜひご利用ください。 
    ③第三者委員へ直接お申し出いただいても結構です。 
 
   ⑵苦情・要望・ご意見等の受付の報告 
     苦情・要望・ご意見等受付担当者は、お申し出いただいた苦情・要望・ご意見    

等について苦情等解決責任者と第三者委員（苦情等を申し出られた方が第三者委    
員への報告を希望されない場合は除く）に報告いたします。第三者委員は内容を    
確認し、報告を受けた旨を苦情等を申し出られた方に通知します。 

 
   ⑶苦情・要望・ご意見等解決のための話し合い 
     苦情等解決責任者は、苦情等を申し出られた方と誠意をもって話し合い、解決    

及び提供するサービスへの反映に努めます。その際、苦情等を申し出られた方は    
第三者委員の助言や立ち会いを求めることができます。 

     尚、第三者委員の立ち会いによる話し合いは、次により行ないます。 
      ①第三者委員による苦情・要望・ご意見等内容の確認 
      ②第三者委員による解決案の調整、助言 
      ③話し合いの結果や改善事項等の確認 
 
 ５．外部の苦情申出窓口 
    苦情につきましてはこの他に下記の苦情受付機関に申し出ることができます。 
      
     (1)新潟市介護保険課 
       連絡先 ☎０２５－２２８－１０００（代） 
     (2)新潟県国民健康保険団体連合会介護保険課 
       連絡先 ☎０２５－２８５－３０７２ 
 
 
 
 
 
 

                                      
(2025.11) 

 
 新潟市東区はなみずき２丁目３番７号 
 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護事業所 
         ショートステイあしぬま 
        ☎０２５－２７１－９３８８ 
 
 


